
【講 座】全９回（令和８年６月20日～令和８年12月12日）計４０時間
【定 員】１０名 【会 場】山梨市民会館ほか 【受講料】無料
【応募資格】 ①県内在住の１８歳以上の方

②講習会終了後、失語症のある方の意思疎通支援に関われる方
【募集締切】令和８年５月20日（水）

募集内容

受講者募集

一般社団法人山梨県言語聴覚士会

失語症とは
失語症は主に脳梗塞や脳外傷の後遺症として生じることばの障害です。それまで自由に使っていたこ
とばの機能が低下し、生活のしづらさを抱え、家庭や社会の中で担っていた役割が果たせなくなり自
信喪失になることもあります。

失語症者向け意思疎通支援者とは
失語症のある方の日常生活上の困難さを理解し、適切な知識と会話技術を身に付け、失語症のある方
のコミュニケーションと社会参加を支援するのが「失語症者向け意思疎通支援者」です。

令和8年度

山梨県失語症者向け
意思疎通支援者養成講習会

－ 想いをつなぐ、生きるを支える。－



令和８年度 山梨県失語症者向け意思疎通支援者養成講習会

日程・カリキュラム

回 月 日 内 容 会 場

第１回
6月20日（土）
13：00～ 16：40

開講式/オリエンテーション/失語症概論
失語症のある方の日常生活とニーズ

山梨市民会館

第２回
7月4日（土）
13：00～ 16：10

意思疎通支援者の業務
失語症とは何か、意思疎通支援者とは何か

山梨市民会館

第３回
7月25日（土）
13：30～ 16：30

コミュニケーション支援技法Ⅰ 青少年センター

第４回
9月5日（土）
13：00～ 17：10

身体介助の方法
身体介助実習

青少年センター

第５回
9月26日（土）
10：00～ 16：00

コミュニケーション支援実習Ⅰ-①② ぴゅあ総合

第６回
10月17日（土）
10：00～ 16：00

コミュニケーション支援実習Ⅰ-③④ 会場未定

第７回
11月7日（土）
10：00～ 15：00

外出同行支援
外出同行支援実習①

会場未定

第８回
11月28日（土）
10：00～ 16：00

コミュニケーション支援実習Ⅰ-⑤⑥ 会場未定

第９回
12月12日（土）
12：00～ 16：30

外出同行支援実習②
修了式

会場未定

お申し込みは、下記内容を記載して郵便またはメールでお願いします。
お申し込みいただいた方には、後日事務局より詳しい内容を
ご連絡いたします。また、お申し込みが募集人数を超えた場合は、
面接・選考により受講者を決定いたします。

＜宛 先＞〒400-0831 山梨県甲府市上町753－1
一般社団法人山梨県言語聴覚士会 事務局

＜電 話＞090-2505-2413
＜メール＞ st2014@st-yamanashi.jp

※状況等により、日程や会場を変更する場合があります。

申込書 山梨県失語症者向け意思疎通支援者養成講習会

ふりがな

氏 名

住 所
（〒 － ）

電 話 ( ） ―

締切：令和8年5月20日（水）必着

＜切り取り＞
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